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国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財国登録有形文化財

 　昭和初期における建造物の全国的な流行にのり、桐生市内でもスクラッチタイルを貼った

建物が流行しました。この事務所は木造二階建てのスクラッチタイル貼りで、水平線を強調し

たライト建築の特徴をもっており、特に、窓や細部に至る意匠に時代的な特徴が見られます。

事務所と鋸屋根工場を比較してみると、大正と昭和の時代的流行の違いがよくわかります。
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所在地　桐生市東久方町一丁目１－５
５
所有者　金谷　榮夫

建築年代　昭和６年
建築形式　木造二階建
　　　　　　　スクラッチタイル貼
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